
新 宿 区 規 則 第 ８ ３ 号  

 

新 宿 区 立 新 宿 Ｎ Ｐ Ｏ 協 働 推 進 セ ン タ ー 条 例 施 行 規 則  

 

（ 趣 旨 ）  

第 1 条  こ の 規 則 は 、新 宿 区 立 新 宿 Ｎ Ｐ Ｏ 協 働 推 進 セ ン タ ー 条 例（ 平

成 24 年 新 宿 区 条 例 第 38 号 。 以 下 「 条 例 」 と い う 。 ） の 施 行 に 関

し 必 要 な 事 項 を 定 め る も の と す る 。  

（ 公 募 に 際 し て 明 示 す る 事 項 ）  

第 2 条  区 長 は 、 条 例 第 7 条 第 1 項 の 規 定 に よ り 地 方 自 治 法 （ 昭 和

22 年 法 律 第 67 号 ）第 244 条 の 2 第 3 項 に 規 定 す る 指 定 管 理 者（ 以

下 「 指 定 管 理 者 」 と い う 。 ） の 指 定 を 受 け よ う と す る 団 体 を 公 募

す る と き は 、 次 に 掲 げ る 事 項 を 明 示 す る も の と す る 。  

⑴  新 宿 区 立 新 宿 Ｎ Ｐ Ｏ 協 働 推 進 セ ン タ ー （ 以 下 「 セ ン タ ー 」 と

い う 。 ） の 概 要  

⑵  条 例 第 6 条 に 規 定 す る 管 理 業 務 の 範 囲 及 び 内 容  

⑶  条 例 第 7 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 公 募 を 開 始 す る 日 （ 以 下 「 公

募 開 始 日 」 と い う 。 ）  

⑷  条 例 第 7 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 申 請 （ 以 下 「 指 定 の 申 請 」 と

い う 。 ） を 行 う こ と が で き る 団 体 の 資 格  

⑸  条 例 第 8 条 第 1 項 に 規 定 す る 選 定 の 基 準  

⑹  指 定 管 理 者 を 指 定 し て 管 理 を 行 わ せ る 期 間  

⑺  セ ン タ ー の 利 用 に 係 る 料 金 （ 以 下 「 利 用 料 金 」 と い う 。 ） に

関 す る 事 項  

⑻  セ ン タ ー の 事 業 計 画 書 に 記 載 す べ き 事 項  

⑼  第 4 条 第 2 項 各 号 に 掲 げ る 書 類 に 関 す る 事 項  

⑽  そ の 他 区 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

（ 指 定 の 申 請 を 行 う こ と が で き る 団 体 の 資 格 ）  

第 3 条  指 定 の 申 請 を 行 う こ と が で き る 団 体 の 資 格 は 、 次 の と お り

と す る 。  

⑴  次 の い ず れ か の 要 件 を 満 た し て い る こ と 。  

ア  法 人 と し て 登 記 さ れ て い る こ と 。  

イ  共 同 企 業 体 （ 複 数 の 企 業 が 同 一 の 目 的 を も っ て 形 成 す る 事

業 組 織 体 を い う 。 ） で あ っ て 、 か つ 、 そ の 代 表 者 が 法 人 と し

て 登 記 さ れ て い る こ と 。  



⑵  そ の 他 区 長 が 別 に 定 め る 要 件 を 満 た し て い る こ と 。  

（ 指 定 申 請 書 及 び 添 付 書 類 ）  

第 4 条  条 例 第 7 条 第 2 項 の 規 則 で 定 め る 申 請 書 は 、 指 定 管 理 者 の

指 定 申 請 書 （ 第 1 号 様 式 ） と す る 。  

２  条 例 第 7 条 第 2 項 第 2 号 の 規 則 で 定 め る 書 類 は 、 次 の と お り と

す る 。  

⑴  指 定 の 申 請 を 行 う こ と が で き る 団 体 の 資 格 を 有 し て い る こ と

を 確 認 す る こ と が で き る 書 類  

⑵  セ ン タ ー の 管 理 に 係 る 収 支 計 画 書  

⑶  セ ン タ ー の 管 理 に 係 る 人 員 計 画 書  

⑷  指 定 管 理 者 の 指 定 を 受 け よ う と す る 団 体 の 案 内 書  

⑸  指 定 管 理 者 の 指 定 を 受 け よ う と す る 団 体 の 活 動 の 実 績 に 関 す

る 書 類  

⑹  指 定 管 理 者 の 指 定 を 受 け よ う と す る 団 体 の 経 営 状 況 を 説 明 す

る 書 類  

⑺  そ の 他 区 長 が 必 要 と 認 め る 書 類  

（ 申 請 期 間 ）  

第 5 条  条 例 第 8 条 第 1 項 の 規 則 で 定 め る 申 請 期 間 は 、 公 募 開 始 日

か ら 30 日 を 経 過 す る 日（ 当 該 日 が 新 宿 区 の 休 日 を 定 め る 条 例（ 平

成 元 年 新 宿 区 条 例 第 1 号 ） 第 1 条 第 1 項 に 規 定 す る 新 宿 区 （ 以 下

「 区 」 と い う 。 ） の 休 日 （ 以 下 「 休 日 」 と い う 。 ） に 当 た る と き

は 、 当 該 日 の 直 後 の 休 日 で な い 日 ） ま で と す る 。  

（ 選 定 結 果 通 知 書 ）  

第 6 条  条 例 第 9 条 の 規 定 に よ る 通 知 は 、 指 定 管 理 者 選 定 結 果 通 知

書 （ 第 2 号 様 式 ） に よ り 行 う も の と す る 。  

（ 選 定 取 消 通 知 書 ）  

第 7 条  条 例 第 10 条 第 2 項 の 規 定 に よ る 選 定 の 結 果 の 通 知 を 取 り 消

す 旨 の 通 知 は 、 指 定 管 理 者 選 定 結 果 取 消 通 知 書 （ 第 3 号 様 式 ） に

よ り 行 う も の と す る 。  

（ 指 定 通 知 書 ）  

第 8 条  区 長 は 、条 例 第 11 条 の 規 定 に よ り 指 定 管 理 者 の 指 定 を 行 っ

た と き は 、 同 条 の 被 選 定 団 体 に 対 し 、 指 定 管 理 者 指 定 通 知 書 （ 第

4 号 様 式 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

（ 事 業 報 告 書 の 記 載 事 項 ）  

第 9 条  条 例 第 14 条 第 2 項 第 5 号 の 規 則 で 定 め る 事 項 は 、次 の と お



り と す る 。  

⑴  当 該 年 度 の セ ン タ ー の 利 用 に 関 す る セ ン タ ー を 利 用 し た も の

か ら の 意 見 に 係 る 調 査 の 結 果  

⑵  そ の 他 区 長 が 必 要 と 認 め る 事 項  

（ 団 体 登 録 の 要 件 ）  

第 10 条  条 例 第 21 条 第 1 項 の 規 則 で 定 め る 要 件 は 、 次 の 各 号 の い

ず れ か に 該 当 す る こ と と す る 。  

⑴  新 宿 区 協 働 推 進 基 金 条 例 施 行 規 則 （ 平 成 16 年 新 宿 区 規 則 第

86 号 。 以 下 「 協 働 推 進 基 金 規 則 」 と い う 。 ） 第 3 条 に 規 定 す る

登 録 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 （ 以 下 「 登 録 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 」 と い う 。 ） で あ る こ

と 。  

⑵  登 録 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 以 外 の 団 体 で 、 次 の い ず れ に も 該 当 す る も の

で あ る こ と 。  

ア  当 該 団 体 の 構 成 員 が 5 名 以 上 で あ る こ と 。  

イ  当 該 団 体 が 定 め る 規 約 （ 以 下 「 規 約 」 と い う 。 ） に 基 づ く

運 営 及 び 活 動 を 行 っ て い る こ と 。  

ウ  当 該 団 体 の 代 表 者 及 び 連 絡 責 任 者 が 定 め ら れ て い る こ と 。  

エ  特 定 非 営 利 活 動 促 進 法（ 平 成 10 年 法 律 第 7 号 ）第 2 条 第 2

項 第 2 号 に 該 当 す る こ と 。  

（ 団 体 登 録 ）  

第 11 条  条 例 第 21 条 第 2 項 の 申 請 は 、 新 宿 区 立 新 宿 Ｎ Ｐ Ｏ 協 働 推

進 セ ン タ ー 団 体 登 録 申 請 書 （ 第 5 号 様 式 ） に 次 に 掲 げ る 書 類 を 添

え て 行 う も の と す る 。 た だ し 、 登 録 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 に あ っ て は 、 次 に

掲 げ る 書 類 に 代 え て 、 協 働 推 進 基 金 規 則 第 6 条 の 登 録 申 請 結 果 通

知 書 の 写 し を 添 え て 行 う も の と す る 。  

⑴  規 約  

⑵  当 該 団 体 の 構 成 員 の 名 簿  

⑶  そ の 他 指 定 管 理 者 が 特 に 必 要 と 認 め る 書 類  

２  指 定 管 理 者 は 、条 例 第 21 条 第 2 項 の 承 認 を 受 け た 団 体（ 以 下「 登

録 団 体 」 と い う 。 ） に 対 し 、 新 宿 区 立 新 宿 Ｎ Ｐ Ｏ 協 働 推 進 セ ン タ

ー 団 体 登 録 証 （ 第 6 号 様 式 。 以 下 「 登 録 証 」 と い う 。 ） を 交 付 す

る も の と す る 。  

（ 団 体 登 録 の 有 効 期 間 ）  

第 12 条  条 例 第 21 条 第 1 項 の 団 体 登 録（ 以 下「 団 体 登 録 」と い う 。）

の 有 効 期 間 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ る 団 体 登 録 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各



号 に 定 め る と お り と す る 。  

⑴  次 号 に 掲 げ る 団 体 登 録 以 外 の 団 体 登 録  前 条 第 2 項 の 承 認 を

行 っ た 日 以 降 の 日 で 指 定 管 理 者 が 別 に 定 め る 日 か ら 指 定 管 理 者

が 別 に 定 め る 年 度 の 末 日 ま で  

⑵  登 録 団 体 が 団 体 登 録 の 有 効 期 間 の 満 了 日 以 前 に 当 該 満 了 日 の

翌 日 か ら 引 き 続 き 団 体 登 録 を 受 け よ う と す る 場 合 に お け る 当 該

団 体 登 録  当 該 満 了 日 の 翌 日 か ら 指 定 管 理 者 が 別 に 定 め る 年 度

の 末 日 ま で  

（ 団 体 登 録 の 取 消 し 等 の 届 出 ）  

第 13 条  登 録 団 体 は 、団 体 登 録 の 取 消 し を 申 し 出 る と き 又 は 団 体 登

録 の 内 容 に 変 更 が あ っ た と き は 、 新 宿 区 立 新 宿 Ｎ Ｐ Ｏ 協 働 推 進 セ

ン タ ー 団 体 登 録 取 消・変 更 届（ 第 7 号 様 式 ）に 登 録 証 を 添 え て 、速

や か に 指 定 管 理 者 に 届 け 出 る も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、登 録 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 で あ る 登 録 団 体 は 、区

長 に 協 働 推 進 基 金 規 則 第 8 条 第 1 項 に 規 定 す る 登 録 変 更 届 を 提 出

し よ う と す る と き 又 は 区 長 に 協 働 推 進 基 金 規 則 第 10 条 第 1 項 の 登

録 の 取 消 し の 申 出 を 行 お う と す る と き は 、 区 長 が 別 に 定 め る と こ

ろ に よ り 、 前 項 の 規 定 に よ る 届 出 を 行 う こ と が で き る 。  

（ 団 体 登 録 の 承 認 の 取 消 し ）  

第 14 条  条 例 第 21 条 第 3 項 の 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 次 の と お り と

す る 。  

⑴  登 録 団 体 が 前 条 の 規 定 に よ り 団 体 登 録 の 取 消 し を 申 し 出 た と

き 。  

⑵  セ ン タ ー を 不 正 に 利 用 し た と き 。  

⑶  条 例 第 22 条 第 1 項 の 承 認（ 以 下「 利 用 承 認 」と い う 。）を 受

け た 日 （ 以 下 「 利 用 日 」 と い う 。 ） に 無 断 で 利 用 し な か っ た と

き 。  

⑷  セ ン タ ー の 管 理 上 著 し く 支 障 が あ る と 認 め ら れ る 行 為 を 行 っ

た と き 。  

２  指 定 管 理 者 は 、条 例 第 21 条 第 3 項 の 規 定 に よ り 団 体 登 録 の 承 認

を 取 り 消 し た と き は 、 当 該 取 消 し を 受 け た 団 体 に 対 し 、 新 宿 区 立

新 宿 Ｎ Ｐ Ｏ 協 働 推 進 セ ン タ ー 団 体 登 録 承 認 取 消 通 知 書 （ 第 8 号 様

式 ） に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

３  条 例 第 21 条 第 4 項 の 規 則 で 定 め る 場 合 は 、 次 の と お り と す る 。 

⑴  第 1 項 第 2 号 か ら 第 4 号 ま で の い ず れ か に 該 当 す る と き 。  



⑵  前 号 の ほ か 、 登 録 Ｎ Ｐ Ｏ 法 人 で あ る 登 録 団 体 に あ っ て は 、 協

働 推 進 基 金 規 則 第 10 条 第 3 項 第 3 号 か ら 第 5 号 ま で に 掲 げ る 事

由 に よ り 同 項 の 規 定 に よ る 登 録 の 取 消 し を 受 け た と き 。  

（ 利 用 の 申 請 ）  

第 15 条  条 例 第 22 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 申 請 （ 以 下 「 利 用 申 請 」

と い う 。 ） は 、 別 表 に 定 め る 区 分 に 応 じ 、 同 表 に 定 め る 申 請 期 間

（ 以 下 「 利 用 申 請 期 間 」 と い う 。 ） 内 に 、 新 宿 区 立 新 宿 Ｎ Ｐ Ｏ 協

働 推 進 セ ン タ ー 利 用 申 請 書 兼 利 用 料 金 減 額 ・ 免 除 申 請 書 （ 第 9 号

様 式 。 以 下 「 利 用 兼 減 免 申 請 書 」 と い う 。 ） に よ り 行 う も の と す

る 。  

２  登 録 団 体 が 利 用 申 請 を 行 う と き は 、 登 録 証 を 係 員 に 提 示 す る も

の と す る 。  

３  第 1 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、条 例 第 22 条 第 2 項 の 区 長 が 特 に 認

め る も の は 、 利 用 申 請 期 間 前 に お い て も 、 利 用 申 請 を 行 う こ と が

で き る 。  

（ 利 用 の 承 認 等 ）  

第 16 条  指 定 管 理 者 は 、利 用 申 請 に 対 し 利 用 承 認 を 行 っ た と き は 、新

宿 区 立 新 宿 Ｎ Ｐ Ｏ 協 働 推 進 セ ン タ ー 利 用 承 認 書 兼 利 用 料 金 減 額 ・

免 除 承 認 書 （ 第 10 号 様 式 。 以 下 「 利 用 兼 減 免 承 認 書 」 と い う 。 ）

を 当 該 利 用 申 請 を 行 っ た も の に 交 付 す る も の と す る 。  

２  利 用 承 認 は 、 利 用 申 請 の 順 序 に よ り 行 う も の と す る 。 こ の 場 合

に お い て 、 指 定 管 理 者 は 、 利 用 申 請 期 間 の 初 日 そ の 他 の 特 定 の 時

期 に お い て 複 数 の 利 用 申 請 が 競 合 す る 見 込 み が あ る と 認 め る と き

は 、 当 該 特 定 の 時 期 に お け る 利 用 申 請 の 順 序 に つ い て 、 区 長 が 別

に 定 め る 抽 選 に よ る 方 法 に よ り 決 定 す る こ と が で き る 。  

３  利 用 承 認 を 受 け た も の （ 以 下 「 利 用 者 」 と い う 。 ） は 、 そ の 利

用 の 際 に 、 登 録 団 体 に あ っ て は 登 録 証 及 び 利 用 兼 減 免 承 認 書 （ 第

19 条 第 2 項 の 承 認 を 受 け た も の に あ っ て は 、同 項 の 規 定 に よ り 交

付 さ れ た 新 宿 区 立 新 宿 Ｎ Ｐ Ｏ 協 働 推 進 セ ン タ ー 利 用 取 消 ・ 変 更 承

認 書 。 以 下 こ の 項 、 第 18 条 第 1 項 及 び 第 22 条 第 1 項 に お い て 同

じ 。 ） を 、 そ の 他 の も の に あ っ て は 利 用 兼 減 免 承 認 書 を 係 員 に 提

示 す る も の と す る 。  

（ 利 用 の 不 承 認 ）  

第 17 条  指 定 管 理 者 は 、 利 用 申 請 に 対 し 条 例 第 23 条 の 規 定 に よ り

利 用 承 認 を 与 え な か っ た と き は 、 新 宿 区 立 新 宿 Ｎ Ｐ Ｏ 協 働 推 進 セ



ン タ ー 利 用 不 承 認 書（ 第 11 号 様 式 ）を 当 該 利 用 申 請 を 行 っ た も の

に 交 付 す る も の と す る 。  

（ 利 用 承 認 の 取 消 し ）  

第 18 条  条 例 第 24 条 第 1 号 の 規 定 に よ る 利 用 の 取 消 し の 申 出 （ 以

下 「 取 消 し の 申 出 」 と い う 。 ） は 、 新 宿 区 立 新 宿 Ｎ Ｐ Ｏ 協 働 推 進

セ ン タ ー 利 用 取 消 ・ 変 更 申 出 書（ 第 12 号 様 式 。以 下「 利 用 取 消 ・

変 更 申 出 書 」 と い う 。 ） に 利 用 兼 減 免 承 認 書 を 添 え て 行 う も の と

す る 。  

２  指 定 管 理 者 は 、 取 消 し の 申 出 に 対 し 承 認 を 行 っ た と き は 、 新 宿

区 立 新 宿 Ｎ Ｐ Ｏ 協 働 推 進 セ ン タ ー 利 用 取 消 ・ 変 更 承 認 書 （ 第 13

号 様 式 。 以 下 「 利 用 取 消 ・ 変 更 承 認 書 」 と い う 。 ） を 当 該 取 消 し

の 申 出 を 行 っ た も の に 交 付 す る も の と す る 。  

（ 利 用 承 認 の 変 更 等 ）  

第 19 条  条 例 第 24 条 第 2 号 の 規 定 に よ る 利 用 承 認 の 内 容 の 変 更 の

申 出 （ 以 下 「 変 更 の 申 出 」 と い う 。 ） は 、 利 用 取 消 ・ 変 更 申 出 書

に 利 用 兼 減 免 承 認 書 を 添 え て 行 う も の と す る 。  

２  指 定 管 理 者 は 、 変 更 の 申 出 に 対 し 承 認 を 行 っ た と き は 、 利 用 取

消 ・ 変 更 承 認 書 を 当 該 変 更 の 申 出 を 行 っ た も の に 交 付 す る も の と

す る 。  

３  前 項 の 変 更 の 申 出 に 対 す る 承 認 を 受 け た も の は 、 当 該 変 更 の 申

出 に 係 る 承 認 の 内 容 に つ い て 変 更 の 申 出 を 行 う こ と が で き な い 。  

（ 利 用 料 金 の 納 入 ）  

第 20 条  利 用 者 は 、 利 用 承 認 が 行 わ れ た 日 の 翌 日 か ら 起 算 し て 5

日 以 内 に 利 用 料 金 を 指 定 管 理 者 に 納 入 す る も の と す る 。 こ の 場 合

に お い て 、条 例 第 19 条 第 1 項 及 び 第 2 項 に 規 定 す る 休 館 日（ 以 下

「 休 館 日 」 と い う 。 ） 及 び 金 融 機 関 の 休 業 日 は 、 そ れ ぞ れ 納 入 期

間 に は 含 ま な い も の と す る 。  

２  前 項 の 規 定 に か か わ ら ず 、 同 項 に 規 定 す る 納 入 期 間 の 末 日 が 利

用 日 後 に な る と き は 、 当 該 利 用 を 開 始 す る 前 に 利 用 料 金 を 指 定 管

理 者 に 納 入 す る も の と す る 。た だ し 、条 例 第 27 条 た だ し 書 の 規 定

に よ り 指 定 管 理 者 が 後 納 を 認 め る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

（ 利 用 料 金 の 減 免 ）  

第 21 条  条 例 第 29 条 の 規 定 に よ る 利 用 料 金 の 減 額 又 は 免 除 は 、 次

の 各 号 に 掲 げ る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る と お り と す

る 。  



⑴  区 が 区 の 事 業 又 は 共 催 す る 事 業 と し て 利 用 す る 場 合  免 除  

⑵  官 公 署 が 区 民 を 対 象 と し た 事 業 に 利 用 す る 場 合  利 用 料 金 の

50％ の 減 額  

⑶  区 が 後 援 す る 事 業 で 利 用 す る 場 合  利 用 料 金 の 50％ の 減 額  

⑷  登 録 団 体 が 社 会 貢 献 活 動 を 行 う こ と を 目 的 と し て 利 用 す る 場

合  利 用 料 金 の 50％ の 減 額  

⑸  そ の 他 指 定 管 理 者 が 特 に 必 要 が あ る と 認 め る 場 合  指 定 管 理

者 が 必 要 と 認 め る 額 の 減 額 又 は 免 除  

２  前 項 の 規 定 に よ る 利 用 料 金 の 減 額 又 は 免 除 を 受 け よ う と す る も

の は 、 利 用 兼 減 免 申 請 書 に よ り 指 定 管 理 者 に 申 請 し 、 そ の 承 認 を

受 け る も の と す る 。  

３  指 定 管 理 者 は 、 前 項 の 承 認 を 行 っ た と き は 利 用 兼 減 免 承 認 書

を 、 同 項 の 承 認 を 行 わ な か っ た と き は そ の 旨 を 記 載 し た 書 面 を 同

項 の 規 定 に よ る 申 請 を 行 っ た も の に 交 付 す る も の と す る 。  

（ 利 用 料 金 の 返 還 等 ）  

第 22 条  条 例 第 30 条 の 規 定 に よ る 利 用 料 金 の 返 還 を 受 け よ う と す

る も の は 、 新 宿 区 立 新 宿 Ｎ Ｐ Ｏ 協 働 推 進 セ ン タ ー 利 用 料 金 返 還 申

請 書（ 第 14 号 様 式 ）に 利 用 兼 減 免 承 認 書 及 び 領 収 書 を 添 え て 、指

定 管 理 者 に 申 請 す る も の と す る 。  

２  前 項 の 利 用 料 金 の 返 還 を 行 う 場 合 の 返 還 額 は 、 次 の 各 号 に 掲 げ

る 場 合 の 区 分 に 応 じ 、 当 該 各 号 に 定 め る と お り と す る 。  

⑴  条 例 第 30 条 第 1 号 に 該 当 す る 場 合  利 用 で き な か っ た 時 間 に

相 当 す る 額  

⑵  条 例 第 30 条 第 2 号 に 該 当 す る 場 合  次 の ア 及 び イ の 区 分 に 応

じ 、 そ れ ぞ れ ア 及 び イ に 定 め る 額  

  ア  取 消 し の 申 出 を し た と き  全 額  

  イ  変 更 の 申 出 （ 利 用 料 金 を 減 ず る こ と と な る も の に 限 る 。 ）

を し た と き  当 該 減 ず る こ と と な る 額  

⑶  条 例 第 30 条 第 3 号 に 該 当 す る 場 合  指 定 管 理 者 が 相 当 と 認 め

る 額  

３  条 例 第 30 条 第 2 号 の 規 則 で 定 め る 日 は 、利 用 日 の 5 日 前 の 日（ 当

該 日 が 休 館 日 に 当 た る と き は 、 当 該 日 の 直 前 の 休 館 日 で な い 日 ）

と す る 。  

４  指 定 管 理 者 は 、利 用 者 に 対 し て 第 19 条 第 2 項 の 承 認 を 行 っ た 場

合 に お い て 、 当 該 承 認 の 前 に 納 付 さ れ た 利 用 料 金 と 当 該 承 認 の 後



に 納 付 す べ き 利 用 料 金 と の 間 に 差 額 が 生 じ た と き は 、 当 該 利 用 者

に 、 そ の 差 額 を 納 付 さ せ 、 又 は 返 還 す る も の と す る 。  

５  指 定 管 理 者 は 、 利 用 者 が 利 用 料 金 を 納 付 し た 後 に 、 当 該 利 用 者

に 対 し て 前 条 第 2 項 の 規 定 に よ り 利 用 料 金 の 減 額 又 は 免 除 の 承 認

を 行 っ た 場 合 に お い て 、 当 該 減 額 又 は 免 除 の 承 認 前 に 納 付 さ れ た

利 用 料 金 と 当 該 減 額 又 は 免 除 の 承 認 後 に 納 付 す べ き 利 用 料 金 と の

間 に 差 額 が 生 じ た と き は 、 そ の 差 額 を 返 還 す る も の と す る 。  

（ 遵 守 事 項 ）  

第 23 条  セ ン タ ー を 利 用 す る も の は 、次 に 掲 げ る 事 項 を 守 ら な け れ

ば な ら な い 。  

⑴  許 可 な く 利 用 に 供 さ れ た 場 所 以 外 の 場 所 に 立 ち 入 ら な い こ と 。 

⑵  許 可 な く 危 険 若 し く は 不 潔 な 物 品 又 は 動 物 を 持 ち 込 ま な い こ

と 。  

⑶  許 可 な く 火 気 を 使 用 し 、 又 は 新 た な 設 備 を 造 作 し な い こ と 。  

⑷  騒 音 等 を 発 し 、 又 は 暴 力 を 用 い る 等 他 人 に 迷 惑 を 及 ぼ す 行 為

を 行 わ な い こ と 。  

⑸  収 容 定 員 を 超 え て 入 場 さ せ な い こ と 。  

⑹  そ の 他 係 員 の 指 示 に 従 う こ と 。  

（ 入 館 の 制 限 等 ）  

第 24 条  指 定 管 理 者 は 、次 の 各 号 の い ず れ か に 該 当 す る と 認 め ら れ

る も の に 対 し 、 セ ン タ ー へ の 入 館 を 断 り 、 又 は セ ン タ ー か ら 退 館

さ せ る こ と が で き る 。  

⑴  善 良 な 風 俗 を 乱 し 、 又 は 他 人 に 危 害 若 し く は 迷 惑 を 及 ぼ す も  

 の  

⑵  飲 酒 又 は 薬 物 の 影 響 で 酩 酊
め い て い

し て い る 者  

⑶  騒 じ ょ う 行 為 又 は 示 威 行 為 を 行 う も の  

⑷  セ ン タ ー 内 に お い て 、 許 可 な く 物 品 の 販 売 そ の 他 の 営 業 行 為

を 行 う も の  

⑸  そ の 他 セ ン タ ー の 管 理 上 支 障 が あ る 行 為 を 行 う も の  

（ 原 状 回 復 ）  

第 25 条  セ ン タ ー を 利 用 す る も の は 、 条 例 第 31 条 第 2 項 本 文 の 規

定 に よ り セ ン タ ー の 施 設 及 び 設 備 を 原 状 に 回 復 し た と き は 、 指 定

管 理 者 の 点 検 を 受 け る も の と す る 。  

（ 補 則 ）  

第 26 条  こ の 規 則 に 定 め る も の の ほ か 、こ の 規 則 の 施 行 に 関 し 必 要



な 事 項 は 、 区 長 が 別 に 定 め る 。  

 

附  則  

 

１  こ の 規 則 は 、平 成 25 年 4 月 1 日 か ら 施 行 す る 。た だ し 、次 項 か

ら 附 則 第 5 項 ま で の 規 定 は 、 公 布 の 日 か ら 施 行 す る 。  

２  条 例 第 7 条 第 1 項 の 規 定 に よ る 指 定 管 理 者 の 指 定 を 受 け よ う と

す る 団 体 の 公 募 そ の 他 の 指 定 管 理 者 の 指 定 に 関 し 必 要 な 行 為 は 、こ

の 規 則 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に お い て も 、 第

2 条 か ら 第 7 条 ま で の 規 定 の 例 に よ り 行 う こ と が で き る 。  

３  条 例 第 21 条 第 2 項 の 団 体 登 録 の 申 請 及 び 承 認 そ の 他 の 団 体 登 録

に 関 し 必 要 な 行 為 は 、 施 行 日 前 に お い て も 、 第 11 条 か ら 第 14 条

ま で の 規 定 の 例 に よ り 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 こ

れ ら の 規 定 中 「 指 定 管 理 者 」 と あ る の は 、 「 区 長 」 と す る 。  

４  条 例 第 22 条 か ら 第 24 条 ま で の 規 定 に よ る 利 用 の 申 請 及 び 承 認

そ の 他 の 会 議 室 、 多 目 的 室 又 は 多 目 的 グ ラ ン ド の 利 用 の た め に 必

要 な 行 為 は 、 施 行 日 前 に お い て も 、 第 15 条 か ら 第 19 条 ま で 及 び

別 表 の 規 定 の 例 に よ り 行 う こ と が で き る 。 こ の 場 合 に お い て 、 第

16 条 か ら 第 19 条 ま で の 規 定 中「 指 定 管 理 者 」と あ る の は「 区 長 」

と し 、 別 表 申 請 期 間 の 欄 中 「 利 用 し よ う と す る 日 （ 団 体 登 録 の 有

効 期 間 内 で あ る も の に 限 る 。 以 下 こ の 項 に お い て 同 じ 。 ） の 属 す

る 年 の 前 年 の 12 月 の 第 3 土 曜 日 」、「 利 用 し よ う と す る 日 の 属 す

る 月（ 以 下「 利 用 月 」と い う 。）の 7 か 月 前 の 月 の 第 4 土 曜 日（ 利

用 月 の 7 か 月 前 の 月 が 12 月 で あ る 場 合 に あ っ て は 、 第 3 土 曜

日 ） 」 、 「 利 用 し よ う と す る 日 の 属 す る 年 の 1 月 の 第 4 土 曜 日 」

及 び 「 利 用 月 の 6 か 月 前 の 月 の 第 4 土 曜 日 （ 利 用 月 の 6 か 月 前 の

月 が 12 月 で あ る 場 合 に あ っ て は 、第 3 土 曜 日 ）」と あ る の は そ れ

ぞ れ 「 区 長 が 別 に 定 め る 日 」 と す る 。  

５  前 2 項 に 規 定 す る 行 為 を 行 う 場 合 に あ っ て は 、 第 5 号 様 式 か ら

第 13 号 様 式 ま で の 規 定 に よ り 作 成 す る 書 面 に つ い て は 、所 要 の 修

正 を 加 え た も の を 使 用 す る こ と が で き る 。  

６  附 則 第 4 項 の 規 定 に よ り 利 用 承 認 を 受 け た も の に 係 る 第 20 条 の

規 定 の 適 用 に つ い て は 、 同 条 第 1 項 中 「 利 用 承 認 が 行 わ れ た 日 」

と あ る の は 、 「 平 成 25 年 4 月 1 日 」 と す る 。  

別 表 （ 第 15 条 関 係 ）  



区 分

１  

会議室等 利用しようとする

日が属する期間 

申 請 期 間  

登 録 団

体 （ 社

会 貢 献

活 動 を

行 う こ

と を 目

的 と し

て 利 用

し よ う

と す る

も の に

限る。） 

101 会議室 

102 会議室 

401 会議室 

4 月 1 日から 6 月

30 日まで 

利用しようとする日（団体登録の有効期間

内であるものに限る。以下この項において

同じ。）の属する年の前年の 12 月の第 3 土

曜日から当該利用しようとする日まで 

7 月 1 日から 9 月

30 日まで 

利用しようとする日の属する年の 3 月の第

4 土曜日から当該利用しようとする日まで 

10 月 1 日から 12

月 31 日まで 

利用しようとする日の属する年の 6 月の第

4 土曜日から当該利用しようとする日まで 

1 月 1 日から 3 月

31 日まで 

利用しようとする日の属する年の前年の 9

月の第 4 土曜日から当該利用しようとする

日まで 

501 会議室 

1 階多目的室 

2 階多目的室 

多 目 的 グ ラ

ンド 

通年 利用しようとする日の属する月（以下「利

用月」という。）の 7 か月前の月の第 4 土

曜日（利用月の 7 か月前の月が 12 月である

場合にあっては、第 3 土曜日）から当該利

用しようとする日まで 

そ の 他

の も の

１  

101 会議室 

102 会議室 

401 会議室 

4 月 1 日から 6 月

30 日まで 

利用しようとする日の属する年の 1 月の第

4 土曜日から当該利用しようとする日まで 

7 月 1 日から 9 月

30 日まで 

利用しようとする日の属する年の 4 月の第

4 土曜日から当該利用しようとする日まで 

10 月 1 日から 12

月 31 日まで 

利用しようとする日の属する年の 7 月の第

4 土曜日から当該利用しようとする日まで 

1 月 1 日から 3 月

31 日まで 

利用しようとする日の属する年の前年の 10

月の第 4 土曜日から当該利用しようとする

日まで 

501 会議室 

1 階多目的室 

2 階多目的室 

多 目 的 グ ラ

ンド 

通年 利用月の 6 か月前の月の第 4 土曜日（利用

月の 6 か月前の月が 12 月である場合にあっ

ては、第 3 土曜日）から当該利用しようと

する日まで 

 



新宿区立新宿ＮＰＯ協働推進センター条例施行規則様式一覧 
 

第１号様式（第４条関係）  
指定管理者の指定申請書 

第２号様式（第６条関係）  
指定管理者選定結果通知書 

第３号様式（第７条関係） 
指定管理者選定結果取消通知書 

第４号様式（第８条関係） 
 指定管理者指定通知書 

第５号様式（第 11 条関係）  
新宿区立新宿ＮＰＯ協働推進センター団体登録申請書 

第６号様式（第 11 条関係） 
新宿区立新宿ＮＰＯ協働推進センター団体登録証 

第７号様式（第 13 条関係） 
新宿区立新宿ＮＰＯ協働推進センター団体登録取消・変更届 

第８号様式（第 14 条関係） 
新宿区立新宿ＮＰＯ協働推進センター団体登録承認取消通知書 

第９号様式（第 15 条、第 21 条関係） 
新宿区立新宿ＮＰＯ協働推進センター利用申請書兼利用料金減額・免除申請書 

第 10 号様式（第 16 条、第 18 条、第 19 条、第 21 条、第 22 条関係） 
新宿区立新宿ＮＰＯ協働推進センター利用承認書兼利用料金減額・免除承認書 

第 11 号様式（第 17 条関係） 
 新宿区立新宿ＮＰＯ協働推進センター利用不承認書 

第 12 号様式（第 18 条、第 19 条関係） 
 新宿区立新宿ＮＰＯ協働推進センター利用取消・変更申出書 

第 13 号様式（第 18 条関係） 
 新宿区立新宿ＮＰＯ協働推進センター利用取消・変更承認書 

第 14 号様式（第 22 条関係） 
 新宿区立新宿ＮＰＯ協働推進センター利用料金返還申請書 



第1号様式(第4条関係) 

 

指定管理者の指定申請書 

 

年  月  日 

 

 新宿区長 宛て 

 

所 在 地             

団体の名称             

代表者氏名          印  

 

 新宿区立新宿NPO協働推進センター条例第7条第2項の規定に基づき、新宿区立新宿NPO協

働推進センターの指定管理者の指定を受けたいので、関係書類を添えて申請します。 

 



第2号様式(第6条関係) 

 

指定管理者選定結果通知書 

 

年  月  日  

 

          様 

 

新宿区長            

 

 貴団体は、新宿区立新宿NPO協働推進センターの指定管理者となるべき団体として（選定

されました・選定されませんでした）ので、新宿区立新宿NPO協働推進センター条例第9条

の規定に基づき通知します。 

 

 



第3号様式(第7条関係) 

 

指定管理者選定結果取消通知書 

 

年  月  日 

 

          様 

 

新宿区長            

 

 新宿区立新宿NPO協働推進センター条例第10条第2項の規定に基づき、新宿区立新宿NPO協

働推進センターの指定管理者となるべき団体として選定した旨の通知を次の理由により取

り消しましたので通知します。 

 

＜選定取消理由＞ 

 



第4号様式(第8条関係) 

 

指定管理者指定通知書 

 

年  月  日  

 

          様 

 

新宿区長            

 

 新宿区立新宿NPO協働推進センター条例第11条の規定に基づき、  年  月  日から

  年  月  日まで新宿区立新宿NPO協働推進センターの指定管理者として指定を行

いましたので通知します。 

 



第5号様式(第11条関係) 

 

新宿区立新宿NPO協働推進センター団体登録申請書 

 

年  月  日 

 

 指定管理者 宛て 

 

所 在 地             

団体の名称             

代表者氏名          印  

 

 新宿区立新宿NPO協働推進センターの団体登録について、新宿区立新宿NPO協働推進センタ

ー条例第21条第2項の規定に基づき、下記のとおり申請します。 

  

記 

 

登録の区分 １ 規則第10条第1号    ２ 規則第10条第2号 

所在地、活動

拠点、名称及

び連絡先等 

所 在 地 

 

活 動 拠 点 

 

（ふりがな） 

名     称 

電 話 番 号 

メールアドレス 

ホームページURL 

代 表 者 

住     所 

 

氏     名              電話番号 

連絡責任者 氏     名              電話番号 

設立年月日

（認証日） 
  構成員の数  

活 動 分 野  

活 動 内 容 

 

 

 

情報の公開  

添 付 書 類  

備   考  

 



第6号様式(第11条、第13条、第15条、第16条関係) 

 

(表) 

新宿区立新宿NPO協働推進センター団体登録証 

 

登録日 

 団体の名称               代表者氏名 

  

 登録番号                有効期間 

指定管理者            

 

 

(裏) 

 注意事項 

  施設の利用に当たっては、下記の注意事項をお守りください。 

 1 施設の利用申請時及び利用時には、本証を持参してください。 

 2 登録内容に変更があった場合は、指定管理者へ速やかに届け出てください。 

 

連絡先 新宿区立新宿NPO協働推進センター         

所在地            電話番号           

 

 



第7号様式(第13条関係) 

 

新宿区立新宿NPO協働推進センター団体登録取消・変更届 

 

年  月  日 

 

 指定管理者 宛て 

 

所 在 地             

団体の名称             

代表者氏名          印  

 

 新宿区立新宿NPO協働推進センターの団体登録の取消・変更について、新宿区立新宿NPO

協働推進センター条例施行規則第13条第1項の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。 

 

記 

1 区分 

 ⑴ 取消  ⑵ 変更 

 

2 変更の内容等 

変更の内容 

 

変更の理由 

  

変更の時期 

 

 

 備考 変更後の内容を明示した書類を添付してください。 

 



第8号様式(第14条関係) 

 

新宿区立新宿NPO協働推進センター団体登録承認取消通知書 

 

年  月  日 

 

          様 

 

指定管理者            

 

 新宿区立新宿NPO協働推進センターの団体登録について、新宿区立新宿NPO協働推進セン

ター条例第21条第3項の規定に基づき、次のとおり承認を取り消しましたので通知します。 

 

登 録 番 号   

団 体 の 名 称   

代 表 者 氏 名   

取 消 理 由   

 

 

 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 

60日以内に、新宿区長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があった

ことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の日の翌日から起算し

て1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

 また、この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月

以内に、指定管理者を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、

この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日

の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなり

ます。）。ただし、上記の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することがで

きます。 



第9号様式(第15条、第21条関係) 

  

新宿区立新宿NPO協働推進センター利用申請書兼利用料金減額・免除申請書 

年  月  日

指定管理者 宛て 

 

申請者 住  所 

氏  名 

電  話 

                登録番号 

連絡責任者 住  所 

氏  名 

電  話 

1 下記のとおり、新宿区立新宿NPO協働推進センターの利用を申請します。 

2 上記の申請に対し利用承認が行われたことを条件として、下記のとおり、新宿区立新宿NPO協働推進セン

ターの利用に係る利用料金の 減額 免除 を申請します。 

3 下記のとおり、新宿区立新宿NPO協働推進センターの利用に係る利用料金の 減額 免除 を申請しま

す。 

利用日 利用時間 利用目的 利用施設 利用料金(円) 

          

          

          

          

          

          

          

減免申請の理由 小計   

減免額   

   

    

    

    

 注1）利用の申請のみを行うときは、上記1に○を付けてください。 

注2）利用の申請と併せて利用料金の減額又は免除の申請を行うときは、上記1及び2に○を付けてください。 

注3）利用承認が行われた後に、利用料金の減額又は免除の申請を行うときは、上記3に○を付けてください。 



第10号様式(第16条、第18条、第19条、第21条、第22条関係) 

 

新宿区立新宿NPO協働推進センター利用承認書兼利用料金減額・免除承認書 

承認日：  年  月  日

 

 

          様 

                    指定管理者   

 

 

□   年 月 日付けで申請のあった新宿区立新宿NPO協働推進センターの利用を承認します。 

□   年 月 日付けで申請のあった新宿区立新宿NPO協働推進センターの利用に係る利用料金の 減額

 免除 を承認します。 

利用日 利用時間 利用目的 利用施設 利用料金(円) 

          

          

          

          

          

          

          

利用時間について 

承認された利用時間には、「準備」から「後片付け」までの時間を含みますので、

時間内に全て終わるよう計画を立ててください。 

小計   

減免額   

   

    

    

    

    

    

    

 



第11号様式(第17条関係) 

 

 

新宿区立新宿NPO協働推進センター利用不承認書 

 

 

年  月  日 

 

 

          様 

 

 

指定管理者            

 

 

   年 月 日付けで申請のあった新宿区立新宿NPO協働推進センターの利用について、

新宿区立新宿NPO協働推進センター条例第23条の規定に基づき、次のとおり利用を不承認と

します。 

 

 

 不承認の内容 

 

 

 不承認の理由 

 

 

 

 

 

 この決定に不服がある場合には、この決定があったことを知った日の翌日から起算して 

60日以内に、新宿区長に対して審査請求をすることができます（なお、この決定があった

ことを知った日の翌日から起算して60日以内であっても、この決定の日の翌日から起算し

て1年を経過すると審査請求をすることができなくなります。）。 

 また、この決定については、この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月

以内に、指定管理者を被告として、処分の取消しの訴えを提起することができます（なお、

この決定があったことを知った日の翌日から起算して6か月以内であっても、この決定の日

の翌日から起算して1年を経過すると処分の取消しの訴えを提起することができなくなり

ます。）。ただし、上記の審査請求をした場合には、当該審査請求に対する裁決があった

ことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、処分の取消しの訴えを提起することがで

きます。 



第12号様式(第18条、第19条関係) 

 

新宿区立新宿NPO協働推進センター利用取消・変更申出書 

年  月  日

指定管理者 宛て 

 

申請者 住  所 

氏  名 

電  話                                                        

                    登録番号 

連絡責任者 住  所 

氏  名 

電  話 

年 月 日付けで承認を受けた新宿区立新宿NPO協働推進センターの利用について、取消 ・変更

 を申し出ます。 

 

変更の内容 

利用日 利用時間 利用目的 利用施設 利用料金(円) 

          

          

          

          

          

          

          

 

 

 

 

 

 

 

 



第13号様式(第18条、第19条関係) 

 

新宿区立新宿NPO協働推進センター利用取消・変更承認書 

承認日：  年  月  日

 

 

          様 

               指定管理者   

 

 

年 月 日付けで申出のあった新宿区立新宿NPO協働推進センターの利用の取消・変更について、

承認します。 

 

変更の内容 

利用日 利用時間 利用目的 利用施設 利用料金(円) 

          

          

          

          

          

          

          

利用時間について 

承認された利用時間には、「準備」から「後片付け」までの時間を含みますので、時間内に全て終わるよ

う計画を立ててください。 

 



第14号様式(第22条関係) 

 

新宿区立新宿NPO協働推進センター利用料金返還申請書 

年  月  日

指定管理者 宛て 

 

申請者 住  所 

氏  名 

電  話 

登録番号 

連絡責任者 住  所 

氏  名 

電  話 

 

  年 月 日に納めた新宿区立新宿NPO協働推進センターの利用に係る利用料金の返還を申請します。

 

利用日 利用時間 利用目的 利用施設 利用料金(円) 

          

          

          

          

          

          

          

返還の理由 小計   

減免額  

納入済額   

追加納入額   

返還額   
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